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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和1年6月6日(2019.6.6)

【公開番号】特開2017-199875(P2017-199875A)
【公開日】平成29年11月2日(2017.11.2)
【年通号数】公開・登録公報2017-042
【出願番号】特願2016-91579(P2016-91579)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  27/146    (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/357    (2011.01)
   Ｈ０４Ｎ   5/374    (2011.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   27/14     　　　Ａ
   Ｈ０４Ｎ    5/335    ５７０　
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【手続補正書】
【提出日】平成31年4月22日(2019.4.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の光電変換素子を含む画素領域を有する光電変換装置であって、
　第１面および前記第１面とは反対側の第２面を有し、前記第１面と前記第２面との間に
前記複数の光電変換素子が配された半導体層を備え、
　前記第１面と前記第２面との間にて前記第２面に沿った仮想的な平面を第３面として、
前記画素領域は、前記第３面よりも前記第１面の側に配された絶縁体によって構成された
素子分離部と、前記第３面を通るように前記半導体層に設けられた溝によって構成された
第１分離部および第２分離部を含み、
　前記第１分離部は前記第３面に対する法線方向において前記素子分離部に重なり、
　前記第２分離部の前記第１面の側の端は、前記第１分離部の前記第１面の側の端よりも
前記第２面の側に位置していることを特徴とする光電変換装置。
【請求項２】
　前記半導体層は、前記素子分離部によって画定された素子領域として、第１光電変換素
子が設けられた第１素子領域と、第２光電変換素子が設けられた第２素子領域と、を含み
、前記第２分離部は、前記法線方向において前記第１素子領域と前記第２素子領域の間の
領域に重なる、請求項１に記載の光電変換装置。
【請求項３】
　前記半導体層は、前記素子分離部によって画定された素子領域として、前記前記第１素
子領域と前記第２素子領域との間に配され、前記第１素子領域および前記第２素子領域と
は異なる形状を有する第３素子領域を含み、
　前記第２分離部は前記法線方向において前記第３素子領域に重なる、請求項２に記載の
光電変換装置。
【請求項４】
　前記第３素子領域の上にはトランジスタのゲート電極が配されており、前記第２分離部
は前記法線方向において前記ゲート電極に重なる、請求項３に記載の光電変換装置。
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【請求項５】
　前記第２分離部は、第１部分と、第２部分とを有し、前記第２部分の前記第１面の側の
端は、前記第１部分の前記第１面の側の端よりも前記第２面の側に位置し、前記第２部分
は前記法線方向において前記ゲート電極に重なる、請求項４に記載の光電変換装置。
【請求項６】
　前記第２面に沿う方向のうち、前記第１素子領域と前記第２素子領域とが並ぶ方向を第
１方向とし、前記第１方向に交差する方向を第２方向として、前記半導体層は、前記第２
方向において前記第１素子領域に隣り合い、第３光電変換素子が設けられた第４素子領域
を含み、
　前記素子分離部は、前記第１素子領域と前記第４素子領域との間に位置する分離領域を
有し、
　前記第１部分は、前記法線方向において前記分離領域に重なる、請求項２乃至５のいず
か１項に記載の光電変換装置。
【請求項７】
　前記第３面において、前記第２分離部の幅は前記第１分離部の幅よりも小さい、請求項
１乃至６のいずか１項に記載の光電変換装置。
【請求項８】
　前記第１分離部を構成する前記溝は、前記第２面に連続した側面を有する、請求項１乃
至７のいずれか１項に記載の光電変換装置。
【請求項９】
　前記第３面と前記第２面との距離は前記第３面と前記第１面との距離よりも小さい、請
求項１乃至８のいずれか１項に記載の光電変換装置。
【請求項１０】
　前記半導体層の厚さをＴとして、前記第２面と前記第３面との距離はＴ／４である、請
求項１乃至９のいずれか１項に記載の光電変換装置。
【請求項１１】
　前記素子分離部と前記第３面との間にて前記第２面に沿った仮想的な平面を第４面とし
て、前記第１分離部を構成する前記溝は前記第４面を通り、前記第２分離部の前記第１面
の側の前記端は前記第４面よりも前記第２面の側に位置しており、前記第４面と前記第１
面との距離は前記第４面と前記第２面との距離よりも小さい、請求項１乃至１０のいずれ
か１項に記載の光電変換装置。
【請求項１２】
　前記半導体層の厚さをＴとして、前記第１面と前記第４面との距離はＴ／４である、請
求項１１に記載の光電変換装置。
【請求項１３】
　複数の光電変換素子を含む画素領域を有する光電変換装置であって、
　第１面および前記第１面とは反対側の第２面を有し、前記第１面と前記第２面との間に
前記複数の光電変換素子が配された半導体層を備え、
　前記画素領域は、前記半導体層に対して前記第１面の側に配された絶縁体によって構成
された素子分離部と、前記第２面に連続した側面を有する溝によって構成された第１分離
部および第２分離部を含み、
　前記第１分離部は前記第２面に対する法線方向において前記素子分離部に重なり、
　前記第２分離部の前記第１面の側の端は、前記第１分離部の前記第１面の側の端よりも
前記第２面の側に位置していることを特徴とする光電変換装置。
【請求項１４】
　前記画素領域にはＭＯＳトランジスタが配されており、前記第２分離部は前記法線方向
において前記ＭＯＳトランジスタに重なる、請求項１乃至１３のいずれか１項に記載の光
電変換装置。
【請求項１５】
　前記第２分離部は、第１部分と、第２部分とを有し、前記第２部分の前記第１面の側の
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端は、前記第２部分の前記第１面の側の端よりも前記第２面の側に位置する、請求項１乃
至１４のいずれか１項に記載の光電変換装置。
【請求項１６】
　前記第１分離部は、前記素子分離部に接続している、請求項１乃至１５のいずれか１項
に記載の光電変換装置。
【請求項１７】
　前記第１分離部を構成する前記溝の中には、酸化シリコン、窒化シリコン、酸窒化シリ
コン、酸化タンタル、酸化ハフニウム、酸化チタン、アルミニウム、銅、タングステン、
チタン、窒化チタン、タンタル、窒化タンタル、金属シリサイド、アモルファスシリコン
の少なくともいずれかが存在している、請求項１乃至１６のいずれか１項に記載の光電変
換装置。
【請求項１８】
　前記第１分離部を構成する前記溝の中には真空の空間あるいは気体が存在している、請
求項１乃至１７のいずれか１項に記載の光電変換装置。
【請求項１９】
　前記第１面の側には複数の配線層と、前記複数の配線層の周囲の絶縁膜と、前記絶縁膜
の上に基板が設けられており、前記基板には集積回路が設けられている、請求項１乃至１
８のいずれか１項に記載の光電変換装置。
【請求項２０】
　請求項１乃至１９のいずれか１項に記載の光電変換装置と、
　前記光電変換装置から出力された信号を処理する信号処理装置、前記光電変換装置から
出力された信号に基づく情報を記憶する記憶装置、前記光電変換装置から出力された信号
に基づく情報を表示する表示装置、および、前記光電変換装置へ光を導く光学装置の少な
くともいずれかと、
を備えるカメラ。
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